
令和 ６年５月１０日 

保 護 者 等 様 

 

県立西脇北高等学校 

校長   佐藤 太 

 

令和６年度 三木市教育委員会奨学生の募集について（ご案内） 

 

 

新緑の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記の奨学金につきまして下記のとおりご案内いたしますので、希望される場合は 

各クラス担任、もしくは問い合わせ先担当者へご連絡ください。 

 

 

記 

 

 

１ 目 的 経済的理由で学資の支弁が困難な生徒に対する援助を通した教育の振興 

 

２ 資 格 

以下の要件をすべて満たしている者 

（１）令和６年４月１日以前から申請者が三木市に住所を有していること又は申請者の

生計を主として維持する方とその家族が市内に住所を有していること 

（２）学校教育法に定める高等学校、大学又は専修学校等に在学中であること 

（３）経済的に困窮状況にあると認められる家庭で、令和５年中の同一世帯の総所得の

合計が三木市の定める基準所得以下であること 

（４）素行が良好であること 

（５）向学心に富み、高校、大学、専修学校等の必要な課程を継続して修める見込みがあ

ること 

（６）在学期間（休学期間を除く。）が各学校の正規の修業年限を超えていないこと 

 

３ 給 付 額 月額 6,000円（１年間） 

 

４ 提出期限 令和６年６月１０日（月）厳守 

令和６年５月１０日 

問合せ先 

県立西脇北高等学校 

担当 窪田(くぼた) 

TEL 0795-22-5850 
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